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福祉貸付事業

福祉貸付における新型コロナウイルス対応⽀援資⾦のお⼿続きのごあんない(令和4年9⽉末まで)

新型コロナウイルス感染症により施設⾃⾝の責に帰することができない理由で機能停⽌等になった場合に対応する
ため、経営資⾦の優遇融資を実施しております。
制度やお⼿続きの詳細については、以下をご参照ください。
※令和4年9⽉末までに機構に借⼊申込書が到着している必要があります。
 
〇令和4年10⽉以降における新型コロナウイルス対応⽀援資⾦について
令和4年10⽉以降の本資⾦に係る融資条件は、当初5年間の無利⼦の取扱いが終了するなど変更となる予定ですの
でご留意ください。
詳細については下記リンク先をご確認ください。
 

令和4年10⽉以降における新型コロナウイルス対応⽀援資⾦の融資条件(予定)について

 

1.制度の紹介

【主な融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響により、施設機能の⼀部⼜は全部を停⽌している⽅
新型コロナウイルス感染症の影響により、⼀定程度サービス利⽤者及び収益が減少している⽅

 
【主な対象施設・事業】

主な「融資対象施設・事業」 (217KB) 

 
【貸付の概要】

融資条件（全施設共通）

貸付対象
※ご不明な場
合には末尾連
絡先にご相談

下さい

前年同期などと⽐較して減収若しくは利⽤者が
減少⼜は⾃治体からの休⽌要請に対応など、新
型コロナウイルス感染症により経営に影響を受
けた場合

施設利⽤者⼜は従業員およびその家族に、新型
コロナウイルスの感染者が出たことによる休業
等により、減収となった⼊所施設(地域密着型
を除く)

償還期間
(据置期間)

15年以内（5年以内）
※据置期間は元⾦の⽀払猶予期間です。

貸付
利率

当初5
年間

6,000万円まで無利⼦
6,000万円超の部分は基準⾦利同率

1億円まで無利⼦
1億円超えの部分は基準⾦利同率

6年⽬
以降

基準⾦利同率 基準⾦利同率

貸付⾦の限度
額

なし なし

無担保貸付 6,000万円 1億円

※貸付利率は借⼊申込書の提出があった⽇の利率を適⽤します。
 現在の基準⾦利はこちら

ご融資には保証⼈(保証⼈不要制度(0.05%の利率を上乗せ)あり)が必要です。なお、所定の審査があり、ご希
望に沿えない場合があります。

 

福祉貸付事業

医療貸付事業

経営サポート事業 
   リサーチ／セミナー／ 
   コンサルティング

WAM助成 
（社会福祉振興助成事業）

⼦供の未来応援基⾦

退職⼿当共済事業

⼼⾝障害者扶養保険
事業

WAM NET事業 
（福祉保健医療情報サービ
ス事業）

承継年⾦住宅融資等
債権管理回収業務

年⾦担保債権管理回
収業務・労災年⾦担保
債権管理回収業務

旧優⽣保護法⼀時⾦
⽀払等業務

ハンセン病元患者家族
補償⾦⽀払等業務

社会福祉振興助成事業で実施した
過去の助成事業の概要や報告書な
どの成果物を検索して閲覧するこ
とができます。
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【資⾦使途】
新型コロナウイルス対応⽀援資⾦は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収の補てん等に充てる経営資
⾦であり、⼈件費や経費に充てていただくものです。
なお、本貸付⾦を既往借⼊⾦の繰上返済、建築資⾦への流⽤、他法⼈への流⽤⼜は転貸等に充てることは、⽬
的外使⽤にあたり、繰上償還を求める可能性がございます。

 
【Q&A】
「福祉貸付における新型コロナウイルス感染症対応のための経営資⾦のQ&A」は こちらから

2.借⼊申込(原則として契約者ご本⼈からのお申し込み以外は受け付けません)

上記の【貸付の概要】をご確認のうえ申込額や保証⼈不要制度利⽤の有無等を検討いただき、必要書類をご提出く
ださい
(ただし、ご提出いただいた書類は返却いたしません)。

また、ご提出の際は「主な説明項⽬」 (621KB)を必ずご熟読ください 。
 
 
借⼊申込書はこちら 
※令和4年9⽉末までに機構に借⼊申込書が到着している必要があります。
 
 
【契約までに必要な書類】

分類 必要書類 様式

社会福祉法⼈で有担保貸付の場合 都道府県・市町村意⾒書  
(53KB)

有担保貸付の場合
借⼊に関する法⼈理事会（決議機関）の

議事録の写し
(任意様式)

必須※ 印鑑証明書
 
 

※2度⽬のお申し込みの場合でも、必ずご提出ください。

3.借⼊申込書受理・審査

融資審査を⾏った後、融資審査の結果及び貸付契約に必要な書類を郵送します。

4.貸付契約

⾦銭消費貸借契約を締結します。 
【契約にあたっては、⾦銭消費貸借契約証書を機構より送付します】

5.資⾦交付

有担保の場合は資⾦交付より前に抵当権の設定が必要となります。 
【担保権の設定にあたっては必要な書類を機構より送付します】
資⾦交付にあたっては以下の書類が必要となります。別途郵送いたしますが、Excel⼊⼒⽤を掲載していま
す。

【資⾦交付に必要な書類】

分類 必要書類 様式

資⾦交付請求書・振込先預⾦⼝座等指定届 契約後、資⾦交付の際に必要となります
(25KB)

6．福祉貸付における新型コロナウイルス感染症対応のための経営資⾦のQ&A

新型コロナウイルスの影響により事業の継続に⽀障がある事業者に対する経営資⾦の取扱いに係るQ&A 
(684KB)
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お問い合わせ先
福祉貸付専⽤ご相談フリーダイヤル︓0120-343-862
 ※携帯電話等でつながらない場合︓03-3438-0403
 
お問い合わせフォームはこちら
 
書類送付先
〒105－8486 東京都港区⻁ノ⾨4－3－13 ヒューリック神⾕町ビル9階
新型コロナウイルス対応⽀援室 借⼊申込書 受付担当（福祉）
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